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本通３丁目地区市街地再開発事業について（諮問） 

 

 

広島市景観条例（平成１８年広島市条例第３９号）第１７条第２項の規定に基

づき、本通３丁目地区市街地再開発事業環境影響評価準備書の段階で示される

計画に関して、景観形成の観点から求めることについて、別紙理由書を添えて

諮問します。 

 

 


